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平成 23 年９月７日 

各 位 

本店所在地 東京都港区芝浦一丁目 12 番 3 号 

会 社 名   株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 

代表者名   代表取締役 田中茂樹 

  （コード番号 3832） 

問合せ先   取締役   松本貞子 

  （TEL．03－5443－7489） 

 

第三者割当により発行される株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・ス

ワップ））の募集及び主要株主の異動に関するお知らせ 
 

当社は，平成 23 年９月７日開催の取締役会において，下記のとおり、平成 23 年 11 月４日開催予定

の当社臨時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、第三者割当により発行される株式の募

集（以下、「本第三者割当増資」という。）を行うことについて決議しましたので，お知らせいたします。 

また、本第三者割当増資に伴い、主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

I．本第三者割当増資 

１．募集の概要 

【本第三者割当増資の概要】 

（１） 発 行 期 日 平成 23 年 11 月７日 

（２） 発 行 新 株 式 数 5,617 株 

（３） 発 行 価 額 1 株につき 55,000 円 

（４） 調 達 資 金 の 額 

金 308,935,000 円 

内 161,400,000 円は現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の払

込方法による。 

（５） 資 本 組 入 額 1 株につき 27,500 円 

（６） 資本組入額の総額 金 154,467,500 円 

（７） 
募集又は割当方法 

（ 割 当 先 ） 

第三者割当の方法 

京都香港發展有限公司 3,800 株 

SG Investments, Ltd. 1,817 株 

（８） 
現物出資財産の内容

及 び 価 額 

京都香港發展有限公司が当社に対して有する金銭債権の元本

101,400,000 円の内、101,400,000 円 

SG Investments, Ltd. が当社に対して有する金銭債権の元本

60,000,000 円の内、60,000,000 円 

（９） そ の 他 

上記各号については、当社が平成 23年 11 月４日に開催を予定する臨

時株主総会において本第三者割当増資に関する議案の承認が得られる

こと及び、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 
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２．募集の目的及び理由 

（１）当社の事業状況 

当社グループは創業以来、有益な投資情報を中立的な立場で投資家のニーズに合わせて提供する

ことを理念として、投資情報に特化した総合金融情報提供会社を目指し情報提供サービスを展開し

てまいりました。この間、当社グループでは「貯蓄から投資へ」の流れをビジネスチャンスと捉え、

日本株、中国株、為替・国際金融情報提供とビジネスのフィールドを拡大してまいりました。 

しかしながら、平成 19 年夏以降、米国のサブプライム問題に端を発した金融・資本市場の混迷

により、金融機関の融資姿勢が厳しくなり、取引金融機関からの新規借入、借換えが円滑に行えな

い状況が発生し、さらに、平成 20 年のリーマンショック以降は、世界的な金融危機の影響で資

本・業務提携を行っていた海外の事業拠点の業績が急速に悪化し投資有価証券の減損損失、あるい

は持分法投資損失の計上を余儀なくされました。営業状況についても、金融危機により投資資金の

流動性の低下を招き、投資情報提供事業では取引先金融機関のコストの削減から投資情報への支出

を抑える状況が現れたこと、また、これまで好調に推移していた為替・国際金融情報提供において

外国為替証拠金取引業者への規制の強化、同業他社との価格競争が激しくなったこと等から売上が

落ち込む結果となりました。金融アドバイザリー事業においてもファンド収益が大きく減少いたし

ました。 

このような状況を改善するために、当社グループでは大規模なコスト削減の取組みを行いました。 

平成 21 年６月に金融アドバイザリー事業を行う米国の事業拠点をスイスに統合し、11 月からはグ

ループ全体で役員報酬及び従業員給与の削減を行い、現在も継続中であります。また、平成 22 年

３月には、中国の情報提供会社を売却し、特別利益 424,171 千円を計上いたしました。しかしなが

ら、平成 21 年 11 月期連結会計年度より２期連続の営業赤字及び営業活動によるキャッシュ・フ

ローのマイナス、さらに、平成 22 年３月に金融機関への借入金返済の延滞が発生する結果となり、

平成 22 年 11 月期第１四半期連結会計期間より「継続企業の前提に関する重要な疑義」を記載する

に至りました。 

このような状況を踏まえ、当社グループでは、当該記載の早期解消に向け、既存のコンテンツに

加え、ETF に関する情報提供を次なる戦略商品と位置づけ、総合投資情報提供会社を目指すことと

いたしました。 

一方、営業状況の改善に伴う売上の本格的な増加までの資金繰りを安定させるために、平成 22

年４月にシンガポールの情報提供会社の株式を売却いたしました。平成 22 年６月 10 日には 79,992

千円の第三者割当増資を実施し、調達した資金の内約 26,000 千円は人件費等の運転資金に充当し、

約 20,000 千円はコスト削減を目的とした、現オフィスへの移転費用に充当しております。なお、

33,496 千円は現物出資によるものです。さらに、平成 22 年８月 24 日には 115,500 千円の第三者割

当増資を実施し、調達した資金の内 32,000 千円は、投資情報提供事業を取り巻く外部環境の変動

に対応できる事業ポートフォリオ構築のため、医療機器の製造・販売を行う株式会社メディエート

の株式取得に充当し、83,500 千円を運転資金に充当しております。 

 平成 23 年 11 月期第２四半期連結会計期間末における、当社グループの金融機関からの借入残高

は 331,080 千円ですが、返済負担を軽減するために平成 22 年８月より、各金融機関に対して返済

条件の変更の申し出を行い、元本返済の猶予をいただいております。当初の契約は１年超の長期借

入でありましたが、現在は期限を３ヶ月または６ヶ月といった短期で区切り、条件変更の契約を締

結しております。その内訳は、216,300 千円については３ヶ月ごとに期限を区切っており、次回期

限は平成 23 年９月 15 日であるため現在交渉中でありますが、引き続き対応いただけるものと考え

ております。57,780 千円及び 57,000 千円については６ヶ月ごとに期限を区切り、次回期限はそれ

ぞれ平成 23 年 12 月 28 日及び平成 24 年２月 29 日であります。現在のところ、各金融機関ともに

当社の状況を御理解いただき、御協力いただいております。 

このように役職員の報酬・給与の削減、オフィス移転による固定費の圧縮、その他可能なコスト

削減策を講じてまいりましたが、取引先である金融機関のコスト削減や、国際金融情報提供におけ

る為替証拠金業者の再編や業界への規制強化等の影響もあり、平成 23 年 11 月期第２四半期連結会
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計期間末においても営業赤字及び営業キャッシュ・フローはマイナスの状況が続いております。 

 

（２）当該資金調達の背景、目的及び理由  

 当社の投資情報提供事業のフィールドである、投資情報提供市場は、世界においては投資のグ

ローバル化や分散化の進展による情報ニーズの高まりを受け順調に拡大しておりますが、国内にお

いては情報の選別や金融機関のコスト削減から業界内の競争は激化しており、投資情報提供各社で

は、コンテンツ力の強化による他社との差別化が重要課題であります。 

当社では、これら急激な市場環境の変化に機動的に対応できるよう、平成 23 年９月１日付で、

株式会社 T&C フィナンシャルリサーチ及び株式会社 T&C フィナンシャルテクノロジーズ各社の機能

及び役割を再編成し、既存の投資情報の開発・作成から販売・提供・アフターサービスまでを一貫

して行う総合投資情報提供会社として統合いたしました。また、株式会社 T&C FI ホールディング

スを当社に統合するとともに、T&C フィナンシャルテクノロジーズのシステム部門を当社が引き継

ぎました。これにより、当社グループの強みを生かした商品ラインナップの拡充を図り、価格競争

が激化する業界での優位性を確立し、投資情報提供事業の収益化を図ってまいります。 

さらに、当社は、ETF 市場の拡大を視野に ETF に関する情報提供を次なる戦略商品と位置づけ、

事業の再構築を進めてまいりました。ETF は、多様な資産に対する分散投資が容易で、リアルタイ

ム取引が可能な上、コストが低いことから幅広い投資家から注目を集めている商品です。米国 ETF

市場は 2000 年代後半に急成長し、今後も市場規模の拡大が見込まれております。 

当社は、ETF 事業の強化のため、平成 20 年 5 月に、ETF エキスパートカンパニーである Marco 

Polo XTF, Inc. (以下、XTF 社)の株式 20％を取得し、持分法適用関連会社とし、平成 21 年 6 月に

は同社の子会社化を決定いたしました。 

XTF 社の運営は Marco Polo Network, Inc.（以下 MPN 社）が担っておりました。 

XTF 社の株式については、プットオプションが付与されており、権利の保有者は XTF 社の設立に

あたって営業譲渡を行った XTF Global Asset Management LLC （以下、GAM 社）でした。その後、

GAM 社によってプットオプションは行使されましたが、XTF 社及び MPN 社はその代金を支払うこと

ができない状況でした。そこで、MPN 社は，MPN 社が所有する XTF 社株式 50％以上の持分を当社に

譲り渡すことと引き換えに、当社にその支払いを依頼してきました。 

当社は、当該依頼があった時点で XTF 社の株式を 20%保有しており、XTF 社の株式価値について、

デューディリジェンスは行っていなかったものの、株式価値の概算の算定を行うことが可能でした。

そこで、当社は当該依頼を受けて、平成 22 年 10 月までに、MPN 社に対して、XTF 社株式の 50％以

上の持分に相当する 774,507US ドルを支払いました。この時点では譲渡価格や、当社が譲り受ける

株式数が未確定だったこともあり、当社は、株式譲渡価格の決定やその他の条件を速やかに決定す

るよう MPN 社に申し出ておりましたが、対応していただけませんでした。 

その後、ようやく XTF 社の資産内容、事業内容、潜在的シナジー等について総合的に検討、協議

し、平成 23 年 4 月 7 日に合意書を締結し、譲渡株式の割合は 52.37％と決定いたしました。当社と

MPN 社との間で合意した異動株式数は 759,321 株、譲渡金額は 774,507US ドルであり、 終的に当

社が保有することとなる XTF 社の株式数は 1,009,321 株となりました。 

 当社は、当該合意書の締結後、1 ヶ月を目処に株式譲渡契約の締結を予定しておりました。この

間に、合意書に盛り込まれた数字の確認作業を行いましたが、数字に確証の得られないものが幾つ

か検出され、その確認に 7 月末まで費やしました。その間に行われた確認において、発行済株式数

に誤りがあったことが判明し、当社が譲り受ける XTF 社株式の割合は 54.47％となりました。 

当社は、確認完了後、速やかに譲渡を実施するよう MPN 社に求めておりましたが、MPN 社側が株

式譲渡契約締結に速やかに応じない状況が続いており、当社としては当該状況を解決するため、以

下の提案を行いました。 

MPN 社は、当社連結子会社の取引先（以下、A 社）に対して借入があり、既に返済期日を過ぎて全

額債務不履行の状況が続いておりました。一方で、MPN 社は XTF 社に対して約 320,000US ドルの貸

付があります。当社は、当社連結子会社及び A 社より、MPN 社に対する債権の回収の協力を求めら



- 4 - 

れたため、当社が MPN 社に対して支払う返済金を、MPN 社に代わってＡ社に支払うことにより、MPN

社が A 社に対して負担している債務の一部弁済に充当してはどうかと提案しましたが、平成 23 年

８月 17 日時点では受け入れられませんでした。 

しかし、その後、MPN 社から当社に対し、９月６日(NY 時間)を XTF 社株券の受け渡し日にすると

いう提示があり、子会社化を完了いたしました。 

XTF 社は、世界中の ETF の中からお客様のニーズに適合する商品の検索、ポートフォリオ構築・

管理のためのデータベース及びレーティング情報等を世界中に提供しております。現在は米国大手

のネット証券会社フィデリティにも情報提供を行っており、米国 ETF 情報提供会社としてリーディ

ングカンパニーの地位を確立し始めております。 

ETF に関する日本でのビジネス展開については、当社連結子会社である株式会社 T&C XTF Japan が

行っております。同社は今後、XTF 社の豊富なデータベースやツールを用いて、ETF に関するあら

ゆるビジネスに進出してまいります。このように両社は連携を深め、ETF 投資情報コンテンツの充

実化を図っております。 

しかしながら、特に XTF 社においては、システム開発及びそのメンテナンス費用が生じるもの

の、まだ赤字であるため、その費用は当社からの貸付により賄っております。これは、同社の

ウェブサイトのユーザー登録数が、平成 22 年１月以降、急増していることへの対応によるもの

で、引き続きシステムの開発、補強やメンテナンス費用が必要な状況となっております。 

当社グループは、３期連続の営業赤字及び営業キャッシュ・フローがマイナスの状況であり、

平成 23 年 11 月期第２四半期連結会計期間末においても、継続企業の前提に関する注記を引き続

き記載しております。こうした状況を早期に解消するための施策として ETF 事業の強化を掲げて

おりますが、業務提携先である京都香港發展有限公司及び株主である SG Investments, Ltd. が、

当社の現在の経営状況、経営方針、将来的な企業価値の向上につながる当該施策に深い理解を示

してくださったことから、第三者割当増資を実施することといたしました。 

 

（３）資金調達の方法を選択した理由 

当社グループは、資金調達の手段の可能性について検討を重ねてまいりましたが、銀行借入等の間

接金融による資金調達は、平成 22 年８月から現在まで、各金融機関と返済条件の変更を行っている

状況であるため非常に難しい手段であります。直接金融での資金調達におきましても、公募増資につ

いては、継続企業の前提に関する注記を記載していることから十分な応募は期待できないと判断いた

しました。株主割当増資については、一部大株主に打診したものの前向きな回答は得られず、また、

配当も実施していないことから断念いたしました。また、新株予約権の発行も検討いたしましたが、

発行後から行使までに日数がかかる場合もあり、即時の資金調達が確実でないことから断念いたしま

した。そして、直接金融の方法の中では資金確保の確実性が高く、短期間で安定的な資金確保が可能

である第三者割当による新株式を、当社の状況を理解していただける割当先に対して行うことが 善

の手段と判断いたしました。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

   調達予定額    308,935,000 円 

    発行価額総額     308,935,000 円 

    発行諸費用の概算額       4,800,000 円 

    調達予定額   304,135,000 円 

 なお、本第三者割当増資発行価額の内、161,400,000 円は現物出資(デット･エクイティ･ス

ワップ)であり、現実に払い込まれる予定の金銭は 147,535,000 円であります。 

 発行にかかる諸費用の内訳は、開示関連書類等の作成サポートや発行手続きに関する助言等

のための弁護士費用 2,050,000 円、株主総会開催費用 1,100,000 円、登記費用及びその他諸経

費 1,650,000 円であり、消費税等は含まれておりません。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途は、調達予定額のうちの実際手取額を基準に記載しております。 

具体的な使途 金 額（千円） 支出予定時期 

① 監査法人、弁護士報酬等の支払い 

② Marco Polo XTF, Inc. への貸付金 

③ 元役員及び株主等からの借入の返済 

④ 人件費等の支払い 

28,000 

30,000 

39,000 

45,735 

平成 23 年 11 月～平成 24 年６月 

平成 23 年 11 月～平成 24 年３月 

平成 23 年 11 月～平成 24 年３月 

平成 23 年 11 月～平成 24 年１月 

（注）１. 具体的な使途は、調達予定額のうちの実際手取額を基準に記載しております。 

２. ① 調達した資金のうち、約 28,000 千円については監査法人や弁護士費用等の支払いに充

当する予定であります。 

② 調達した資金のうち、約 30,000 千円については、連結子会社 Marco Polo XTF, Inc. 

への貸付に充当する予定であります。 

③ 調達した資金のうち、約 39,000 千円については、元役員及び株主からの借入金の返済

に充当する予定であります。 

④ 残預金 45,735 千円については人件費等に充当する予定であります。 

３. なお、本第三者割当の現物出資の対象となる債権は、当社が平成 23 年１月 22 日、３月

21 日、３月 31 日、５月 24 日及び６月１日に契約した合計 161,400 千円の貸付金債権の元

本であります。当社が借入した 161,400 千円については、人件費 57,773 千円 、借入金の

返済 38,000 千円、関係会社への貸付及び返済 33,260 千円、その他運転資金として 32,367

千円を使用いたしました。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

今回の新株発行による調達資金のうち 30,000 千円については、XTF 社への貸付金に充当いたしま

す。XTF 社では、同社のウェブサイトのユーザー登録数が、平成 22 年１月以降、急増していること

への対応によるもので、引き続きシステムの開発、補強やメンテナンス費用が必要でありますが、

XTF 社はまだ赤字であるため、その費用は当社からの貸付により賄っております。当社はこれまで

も XTF 社に対し短期貸付を行っており、平成 23 年 11 月第２四半期連結会計期間末における残高は

1,655 千 US ドルであります。これまでに返済はなく契約更新を続けておりますが、今回の 30,000

千円をもって貸付を終える計画であります。 

そもそも XTF 社のように、開発段階にあるデータベースやレーティング情報を提供する会社の価

値は、財務諸表の貸借対照表に計上されていないデータベースの質量やレーティング手法が重要で

あり、将来の売上や利益はここから生み出されるものであります。XTF 社では、大手証券会社との

契約を契機に、他の証券会社や金融市場に関するデータを扱う会社と契約に関する交渉を進めてい

ることから、黒字化の時期を平成 25 年 11 月期上期と見込んでおります。従いまして、調達した資

金を XTF 社への貸付に充当することは、当社グループの ETF 投資情報を中心とした総合投資情報提

供会社としての事業基盤安定のため及び将来の収益の源泉の確保となるものと考えております。 

一方で、XTF 社の平成 22 年 12 月期決算における純資産は、3,095 千 US ドルの債務超過の状況で

あります。平成 23 年９月７日の株式取得に伴い、XTF 社は当社の連結子会社となりましたが、当社

の連結決算期（11 月）と 11 ヶ月の差があることから、当社の平成 23 年 11 月期連結会計年度にお

いては、XTF 社の 11 ヶ月間の損益を取り込むこととなります。これによる連結業績への影響は現在

精査中でありますが、当社の連結純資産の減少の可能性があります。しかしながら、これを考慮し

た場合においても、本件増資の実施は XTF 社の業績向上を支援し、中長期的には純資産の増加につ

ながるものであり、極めて合理的なものであると判断しております。 

そのほか、今回調達した資金のうち、39,000 千円を株主等からの借入の返済に充当し、有利子負

債の削減を図ってまいります。 

また、当社グループの取引先である金融機関においては、引き続きコスト削減の推進のため、投

資情報の選別姿勢を緩めていないことから、当面の営業環境は厳しい状況が続くものと考えており
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ます。当面の営業活動の赤字収支に関して、28,000 千円を監査法人や弁護士費用への報酬支払いに

充当し、残余金 45,735 千円を人件費等に充当する予定であります。 

当社グループは、平成 23 年 11 月期第２四半期連結会計期間末においても継続企業の前提に関

する注記を引き続き記載しており、喫緊に資金が必要な状況であるため、本件増資の実施は、必

要不可欠なものであると判断しております。 

なお、本件増資により 147,535 千円の資金調達を計画しておりますが、これによって当該注記

が直ちに解消されるものではなく、また当社の財政状態が劇的に好転するというわけではありま

せんが、当該注記の解消のための施策及び当社の事業計画の円滑な遂行が期待されます。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）発行価格及び発行条件の合理性に関する考え方 

発行価格につきましては、本第三者割当による新株式発行に係る取締役会決議日の前営業日の終

値から 11.29％ディスカウントの 55,000 円といたしました。過去６ヶ月間の当社普通株式の終値の

平均値 64,712 円からのディスカウント率は 15.01％、過去３ヶ月間の平均値 63,002 円からのディ

スカウントは 12.70％、過去１ヶ月間の平均値 61,605 円からのディスカウントは 10.72％でありま

す。当該価格は、割当予定先が当社の ETF 事業を核とした事業戦略による収益向上に期待している

ものの、その収益化にはまだ期間を要することから中長期の保有を前提としていること、現状では

継続企業の前提に関する重要な疑義が生じていること等を勘案し、確実に資本増強の支援をいただ

ける条件として、割当予定先と協議した上で総合的に判断したものであります。 

割当予定先である京都香港發展有限公司には、当社社員である王が、信用補完のひとつとして同

社の董事に就いております。もう一方の割当予定先である SG Investments, Ltd. は、当社連結子

会社の役員が同社代表者の配偶者という関係にはありますが、割当予定先としてはあくまでも投資

先として当社を検討していただいております。なお、当該価格は、会社法第 199 条第３項に規定さ

れる割当予定先に特に有利な条件に該当いたします。また、既存の株主様にとっての希薄化も考慮

し、平成 23 年 11 月４日に開催予定の臨時株主総会における特別決議にて株主の皆様の承認を得る

ことを予定しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模に関する合理性についての考え方 

本第三者割当増資による募集株式の数は5,617株であり、平成23年５月31日現在の当社の発行済

株式の総数20,708株に対して27.12％の希薄化が生じることとなりますが、割当予定株式数の も

多い京都香港發展有限公司の持株割合は14.43％になるものの、筆頭株主である当社代表取締役の

持株割合15.13％を上回るものではないこと、さらに、割当予定先からは中長期的に保有する方針

を表明いただいていることから、既存の株主様が損失を被る可能性は低いと予想されることから、

希薄化の規模は合理的であると考えております。 

しかしながら、本件大規模な希薄化を考慮し、平成23年11月４日開催予定の臨時株主総会にて、

既存の株主様のご承認を得ることといたしております。 
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６．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

                              （平成 23 年９月７日現在） 

① 名 称 京都香港發展有限公司 

② 所 在 地 香港禧利街 27 號富輝商業中心 22 楼 2204 室 

③ 代表者の役職・氏名 董事長 衛 平 

④ 事 業 内 容 投資業 

⑤ 資 本 金 １千万香港ドル 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 22 年 10 月 19 日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 10,000 株 

⑧ 決 算 期 ３月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 ８人 

⑩ 主 要 取 引 先 北京光華路五号院世紀財富中心 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 上海匯豐銀行有限公司 HSBC 

⑫ 大株主及び持株比率 
Flash Star Development Limited. 60％ 

王 懐東 40％ 

⑬ 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 該当事項はありません。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 取 引 関 係 同社は当社に対して約 101 百万円の資金の貸付を行っております。

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
董事の王 懐東氏は当社の社員であります。 

※  割当予定先の反社会的勢力との関係につきましては、第三者調査機関である株式会社中央

情報センターによる調査の結果、該当がないとの回答を得ております。また、当該確認書を

取得し、株式会社大阪証券取引所に提出しています。 

※  平成 22 年 10 月 19 日に設立のため、決算情報はありません。 

 

 

                              （平成 23 年９月７日現在） 

① 名 称 SG Investments, Ltd. 

② 
所 在 地 

89 NRXUS WAY CAMANA BAY P.O BOX 31106 SM GRAND CAYMAN CAYMAN 

ISLANDS 

③ 代表者の役職・氏名 Director  Flavia Kehl 

④ 事 業 内 容 資産管理 

⑤ 資 本 金 10 万円 

⑥ 設 立 年 月 日 平成 20 年５月 21 日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 1,000 株 

⑧ 決 算 期 12 月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 －名 

⑩ 主 要 取 引 先 なし 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 Bank Julius Bear 

⑫ 大株主及び持株比率 MG Trust Holdings, Ltd.   1,000 株 100％ 

⑬ 当事会社間の関係  

 資 本 関 係 同社は当社に対して 2.28％出資しております。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 取 引 関 係 同社は当社に対して約 60 百万円の資金の貸付を行っております。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

代表者の Flavia Kehl は当社連結子会社である T&C Financial 

Advisor (Schweiz) AG の役員の配偶者であります。 

※  割当予定先の反社会的勢力との関係につきましては、第三者調査機関である株式会社中央

情報センターによる調査の結果、該当がないとの回答を得ております。また、当該確認書を
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取得し、株式会社大阪証券取引所に提出しています。 

※  また、SG Investments, Ltd. はヨーロッパを中心とした広域な地域で活動しているスイス

のバンク ジュリウス ベア アンド カンパニーリミテッドをカストディアンバンクとしてお

ります。バンク ジュリウス ベア アンド カンパニーリミテッドはスイスのマネー･ロンダリ

ング防止法に基づき、また同行独自の厳格なデュー・ディリジェンスを行っている銀行であ

ります。 

※  休眠会社であったため決算情報はありません。 

 

（２）割当先を選定した理由 

今回の第三者割当増資にあたっては当社の現在の経営状況、経営方針、将来的な企業価値の向

上につながる施策を理解していただき、協力していただけるという視点から割当先の選定を行い

ました。 

 割当予定先である京都香港發展有限公司は、平成 22 年 10 月に、中国本土、香港で不動産事業、

飲食業、健康食品、オーガニック農場、美術館・オークション会社を運営する富原投資（集団）、

北京世源光華房地産開発有限公司のオーナー実業家の衛平氏が投資業を目的に香港に設立した会

社であります。京都香港發展有限公司の持分は、衛平氏が 100％出資する同氏の資産管理会社であ

る Flash Star Development Limited. が 60％を所有し、董事である王懐東氏が 40％を所有してお

りますが、その資金は全額衛平氏が拠出しており 終的な意思決定者は衛平氏であります。 

董事である王は、当社が平成 22 年８月に実施した第三者割当増資の割当先である香港東盛和投

資集団有限公司の代表者であります。王は、医療関係の分野に深い知見があり、当社の関係会社

である株式会社メディエートの製品の中国での販売を進めておりましたが、平成 22 年 12 月より、

当社社員として中国関連事業を担当しております。 

当社が中国における事業を模索する中で、平成 22 年８月に中国の実業家である衛平氏と知り合

いました。 

衛平氏は、有望な製品・商品・事業を持った日本企業を発掘し、日本国内での投資を促進したい

と考えておられ、当社代表取締役は王の紹介により、衛平氏と面談いたしました。衛平氏は、当

社に対し日本企業の発掘や投資についてのアドバイザーとしての役割を期待されており、交渉を

重ねた結果、平成 23 年３月１日に、有望な製品・商品・事業を持った日本企業を発掘し、中国を

はじめとする海外市場展開を支援するため、当社と業務提携契約を締結し、日本国内における投

資を促進させていくことといたしました。これを機会に、王は京都香港發展有限公司の董事に就

任するとともに、当社との業務提携に関する責任とそのインセンティブとして、同社の持分 40％

を無償で譲受けました。 

しかしながら、その直後に東日本大震災が発生、原子力発電所の事故の影響から、日本企業に対

する投資の検討は先送りとなっております。 

衛平氏は、世界の金融マーケットの動向を常に注目しています。当社グループが従来の投資情

報提供事業に加えて注力している、ETF 事業に大変興味を持たれ、自身でも ETF マーケットについ

て調査を重ねられました。その結果、ETF 投資の価値を十分理解され、中国においてもマーケット

の拡大が期待できると考え、当社の ETF 事業の成長性を確信されたようです。 

当社は、平成 20 年５月に、米国ニューヨークにおいて、ETF 事業を営む Marco Polo XTF, Inc. 

（以下、XTF 社）の株式を 20％所有し持分法適用関連会社といたしました。その後、平成 23 年９

月７日付で 54.47％を追加で取得し、連結子会社といたしました。XTF 社は、世界中の ETF の中か

ら顧客ニーズに適合する商品の検索、ポートフォリオ構築・管理のためのデータベース及びレー

ティング情報等を世界中に提供しております。しかしながら、XTF 社はまだ赤字であるため、当社

がこれらシステムの開発やメンテナンス費用に必要な資金を XTF 社に貸付けております。また、

当社は XTF 社の子会社化を進める過程において、弁護士費用が発生しておりました。当社は ETF

事業を成長させるため、衛平氏に資金援助をお願いしたところ応諾いただき、京都香港發展有限

公司より平成 23 年３月 25 日に 5,000,000 香港ドル及び５月 26 日に 5,000,000 香港ドルを借入れ

ました。当該資金は、XTF 社への貸付金 23,843 千円、弁護士費用 5,329 千円、さらにこれまで
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XTF 社への貸付のために役員や株主等から借入れた約 38,000 千円の返済に充当し、約 34,225 千円

を当社グループの人件費等運転資金に充当しております。当社は、本第三者割当増資により調達

した資金で返済することを前提に、京都香港發展有限公司以外の割当予定先を検討してまいりま

したが、衛平氏より現物出資の申し出をいただき、さらに追加資金を用意いただけるとのことで

したので、当社代表取締役の持株数を超えない範囲の 107,600 千円の金銭出資を引き受けていた

だくことといたしました。 

一方の割当予定先である SG Investments, Ltd. は以下のとおりであります。 

当社は、平成 20 年のリーマンショックをきっかけに売上が落ち込んだことから営業キャッシュ・

フローはマイナスが続き、平成 21 年からは当社グループの役員から資金を借入れて運転資金に充

当しております。当社代表取締役は、自身で調達した資金を当社に貸付けておりましたが、返済

期日の延長や借換え等が難しくなる一方で、当社も当社代表取締役への返済が困難な状況にあり

ました。当社代表取締役の借入先のひとつに、当社株主である石川幸男氏が無限責任組合員を務

めるフルブライト投資事業組合があります。当該借入は、 終的には田中茂樹から当社への貸付

であったため、平成 23 年１月 22 日付で、田中茂樹のフルブライト投資事業有限責任組合に対す

る金銭債務を当社が引き受けることとし、当社と同組合との金銭消費貸借といたしました。当初

の借入は、11 月４日付で 10,000 千円及び 11 月 22 日付で 20,000 千円であり、主に人件費等

21,662 千円、関係会社への貸付 5,455 千円、システム管理費用 1,679 千円、納税資金 1,200 千円

等に充当しております。その後、同組合からは、平成 23 年３月 31 日付で 15,000 千円及び６月１

日付で 15,000 千円を借入れております。これら 30,000 千円につきましては、主に監査法人等へ

の支払報酬 7,938 千円、事務所家賃 6,265 千円、情報ベンダーへの支払い 4,292 千円、関係会社

への借入金返済 3,962 千円、税金支払い 2,400 千円、システム管理費用 3,002 千円、人件費等

1,885 千円に充当しております。当社は、資産売却や第三者割当増資等による資金調達を目指して

いたものの、想定どおりには進まず、当該借入の返済期日７月 31 日までの返済が困難となりまし

た。そのため、フルブライト投資事業有限責任組合の当社に対する金銭債権を受けていただける

ところをさがすとともに、引き続き第三者割当増資に向けた割当先を検討する中で、株主である

SG Investments, Ltd. に打診いたしましたところ、当該金銭債権 60,000 千円を同額で譲り受け

た上で株式化することで合意いたしました。 

SG Investments, Ltd. は、代表者である Flavia Kehl 氏の資産管理会社であります。100％株

主である MG Trust Holdings, Ltd. はケイマン島におけるチャリタブルトラストであり、SG 

Investments, Ltd. の受益者は代表者である Flavia Kehl 氏であります。Flavia Kehl 氏は、当社

連結子会社である T&C Financial Advisor (Schweiz) AG の役員 John Kehl の配偶者であり、当社

は John を介して Flavia Kehl 氏と交渉いたしました。同社は平成 22 年６月 10 日に実施した当社

の第三者割当増資において当社株式 879 株を取得した株主であり、その際は純投資目的で引き受

けていただき、現在までに約半分を売却し利益を得られました。これにより当社に対してさらに

関心を深め、当社の注力する ETF 事業の成長性に期待していただいております。フルブライト投

資事業有限責任組合の当社に対する金銭債権合計 60,000 千円を全額譲り受け、これを現物出資す

るとともに、新たに 39,935 千円の金銭出資を申し出てくださったことから割当先として選定いた

しました。 

 

（３）割当先の保有方針  

京都香港發展有限公司の衛平氏は、すでに当社と業務提携を行っていること、さらには当社が

注力する ETF 事業の成長性に大変期待されていることから、現在のところ３年以上保有する方針

であるとの意見をいただいております。  

SG Investments, Ltd. は、平成 22 年６月に実施いたしました第三者割当増資においては、純

投資を目的に出資いただき、現在までに約半分ほど売却し利益を得られました。これにより当社

に対してさらに関心を深め、当社の注力する ETF 事業の成長性に期待されているため、今回は２

年以上保有する方針であるとの意見をいただいております。 



- 10 - 

また、割当予定先との間において、本新株式発行日（平成 23 年 11 月７日）より２年間におい

て、本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、ただちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲

渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡方法等を当社に書面で報告をすること及び株式

会社大阪証券取引所へ報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることについて

同意することについての確約書を入手する予定であります。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

京都香港發展有限公司の金銭出資 107,600 千円につきましては、京都香港發展有限公司として

払込資金を有していないため、衛平氏が新たに出資し、その資金で払込を行う予定であります。

当該資金につきましては、現物出資分の金銭消費貸借実行時である平成 23 年３月 24 日に当社代

表取締役が香港に出向き、衛平氏及び王立会いのもと、衛平氏の銀行口座残高を確認した上で、

当社への送金手続きを行いました。その際に、衛平氏個人の銀行口座には十分な資金を有してい

ることを確認しております。しかしながら、現在、衛平氏は所用によりメインバンクのある香港

を長期間はなれているため当該銀行口座の内容開示が困難であります。そこで、王より衛平氏の

配偶者に衛平氏の銀行口座残高が確認できる書面の提出をお願いいたしましたところ、配偶者が

入手可能な銀行口座について残高明細を提出していただきました。しかし、衛平氏の当該口座残

高だけでは払込金額に足りません。当社といたしましては、入手いたしました残高明細及び当社

代表取締役が確認いたしました銀行口座残高により、衛平氏は十分な資金を有していると判断し

ておりますが、念のため京都香港發展有限公司の出資者である王自身の銀行口座の残高明細を提

出いただき、衛平氏及び王の保有資金の合計額が、割当予定株式数の引受の必要相当額に足りる

ことを確認いたしました。なお、衛平氏が全額拠出できなかった場合を考慮し、王が資金を拠出

する旨を表明した書面を入手しております。当社といたしましては、衛平氏が帰国次第、払込日

までに、別途、衛平氏の保有資金の状況を確認いたします。 

現物出資分につきましては、平成 23 年３月 21 日及び５月 24 日付の当社との金銭消費貸借契約書

に基づき、衛平氏が自身の銀行口座よりそれぞれ 5,000,000 香港ドルを当社に送金した際の送金

明細書を入手しております。借入合計 10,000,000 香港ドルは、７月 19 日の為替レート（10.14

円）を用いて 101,400 千円に換算する旨の覚書を７月 20 日付で締結しております。 

 SG Investments, Ltd. の金銭出資 39,935 千円につきましては、当社代表取締役が、John kehl

を介し、SG Investments, Ltd. 及び Flavia Kehl 氏のネットバンキングへのログイン情報を教え

ていただき、銀行口座の残高を確認いたしました。なお、当該ログイン情報は、ログインの度に

変更されるデジタル ID を用いているため、１回のログインのみで無効となります。同社の口座残

高は僅かでしたが、同様に Flavia Kehl 氏の口座にログインし、十分な資産があることを確認し

ております。いずれも平成 23 年８月 17 日付の残高明細を入手しております。現物出資分につき

ましては、フルブライト投資事業組合から SG Investments, Ltd. への債権譲渡に関する８月 10

日付の債権譲渡通知書を入手しております。 

 

（５）その他重要な契約等 

 当社は、割当先及び当社の関係者間に、本株式発行に関する契約及び株券消費貸借契約等を締

結しておりません。また、その他該当事項はありません。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 23 年 5月 31 日現在） 募集後 

田中 茂樹 19.23 田中 茂樹 15.13

香港東盛禾投資集團有限公司 14.48 京都香港發展有限公司 14.43 

ロー・ブン・ファ 9.37 香港東盛禾投資集團有限公司 11.39

石川  幸男 4.85 SG Investments, Ltd. 8.69

大榮産業株式会社 4.69 ロー・ブン・ファ 7.37

大阪証券金融株式会社 3.39 石川 幸男 3.81

黄 元圭 2.82 大榮産業株式会社 3.69

楽天証券株式会社 2.46 大阪証券金融株式会社 2.67 

SG Investments, Ltd. 2.28 黄 元圭 2.21 

バンク ジュリウス ベア アンド カ

ンパニー リミテッド 
2.01

バンク ジュリウス ベア アンド カン

パニー リミテッド 
1.58

吉田 優 1.83 楽天証券株式会社 1.93 

（注）１．持株比率は少数第３位以下を切り捨てしております。 

２. 上記募集前の大株主構成及び持株比率は、平成 23 年５月 31 日時点の株主名簿をもとに作成 

しております。また、募集後の大株主構成及び持株比率は、平成 23 年５月 31 日時点の株主

名簿をもとに本第三者割当増資による増加株式数 5,617 株を加味して作成しております。 

３. ロー･ブン･ファ氏については、株主名簿上の名称と異なりますが、当社の元役員であり、特

に実質株主として把握していることにより記載しております。 

４. SG Investments, Ltd. については、これまでバンク ジュリウス ベア アンド カンパニー  

    リミテッドの所有株式数に含めて持株比率を計算しておりましたが、本第三者割当増資に伴 

    い、特に実質株主として把握することになり、区分して記載しております。 

 

 ８．今後の見通し 

当社グループは、平成 23 年 11 月期第２四半期連結会計期間末においても継続企業の前提に関

する注記を引き続き記載しております。本件増資により 147,535 千円の資金調達を計画してお

りますが、これによって当該注記が直ちに解消されるものではなく、また当社の財政状態が劇

的に好転するというわけではありませんが、当該注記の解消のための施策及び当社の事業計画

の円滑な遂行が期待されます。 

また、当社グループでは、これまでも事業活動を安定的に行うための資金の確保とともに、

事業の選択と集中の観点から資産や事業の売却を検討してまいりました。現在も引き続き新た

な検討を行っております。しかしながら、これらの計画が想定どおりに進まない場合には、今

後、第三者割当等による資金調達を視野に入れた検討を行う可能性があると考えております。 

 

（企業行動規範上の手続き） 

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当増資により、希薄化率は 27.12％となることから、株式会社大阪証券取引所の定め

る企業行動規範に関する規則第２条に定める独立第三者からの意見入手、または、株主の意思確

認手続きが必要であるところ、平成 23 年 11 月４日開催予定の当社臨時株主総会における特別決

議にて株主の皆様の承認を得ることとしております。 
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９． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績（連結） 

 平成 20 年 11 期 平成 21 年 11 期 平成 22 年 11 期 

連 結 売 上 高 1,265 百万円 1,169 百万円 850 百万円

連 結 営 業 利 益 △180 百万円 △232 百万円 △182 百万円

連 結 経 常 利 益 △289 百万円 △381 百万円 △287 百万円

連 結 当 期 純 利 益 △563 百万円 △358 百万円 △202 百万円

１株当たり連結当期純利益 △42,774.85 円 △24,281.45 円 △11,987.74 円

１ 株 当 た り 配 当 金 0 円 0 円 0 円

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 50,146.78 円 24,862.93 円 17,469.37 円

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 23 年９月７日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 20,708 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
―株 ―％ 

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成 20 年 11 期 平成 21 年 11 期 平成 22 年 11 期 

始  値 141,000 円 122,000 円 43,000 円

高  値 205,000 円 122,000 円 92,900 円

安  値 103,000 円 41,400 円 26,000 円

終  値 121,000 円 43,800 円 76,500 円

 

② 近６か月間の状況 

 
平成 23 年 

3 月 
4 月 5 月 6 月 ７月 8 月 

始  値 69,700 円 62,000 円 68,500 円 68,300 円 63,000 円 63,000 円

高  値 70,000 円 73,000 円 69,500 円 64,500 円 67,500 円 67,000 円

安  値 60,000 円 58,100 円 61,100 円 62,000 円 60,600 円 59,000 円

終  値 64,400 円 67,700 円 65,300 円 63,400 円 62,700 円 62,000 円

 

③ 発行決議前日における株価 

 平成 23 年９月６日 

始  値 61,100 円

高  値 63,500 円

安  値 59,100 円

終  値 62,000 円
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（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 20 年９月 26 日 

調 達 資 金 の 額 240,000,000 円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 135,000 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
12,862 株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
1,800 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
14,662 株 

割 当 先 田中茂樹、大榮産業株式会社、ロー・ブン・ファ 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

当社グループの投資情報提供事業、エンターテインメント事業及びライセンス

事業においてＭ＆Ａを実施していくため。 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 20 年９月から平成 21 年６月まで 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
当初の資金使途に従い充当済みであります。 

 

・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 22 年６月 10 日 

調 達 資 金 の 額 78,992,000 円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 33,000 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
14,784 株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
2,424 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
17,208 株 

割 当 先 SG Investments, Ltd.、黄元圭、眞城利浩、大榮産業株式会社、粟野洋雄 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
運転資金及びオフィス移転費用 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 22 年６月から平成 22 年 11 月まで 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

平成 22 年７月までに運転資金として 26,000 千円を充当しております。 

また移転費用については、当初の資金使途に従い充当済みであります。 

 

・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 22 年８月 24 日 

調 達 資 金 の 額 110,500,000 円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 33,000 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
17,208 株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
3,500 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
20,708 株 

割 当 先 香港東盛禾投資集團有限公司 
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発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①運転資金 

②当社 100％子会社（T&C FA Holding AG）への貸付金（株式会社メディエー

トへの出資） 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

①平成 22 年８月から平成 23 年７月まで 

②平成 22 年８月から平成 22 年９月まで 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
当初の資金使途に従い充当済みであります。 

 

 

Ⅱ．主要株主の異動 

１．異動に至った経緯 

本第三者割当増資による新株式発行により、主要株主の異動が発生する見込みであります。 

 

２．異動する株主の概要 

 上記「Ⅰ．本第三者割当増資 ６．割当先の選定理由等 （１）割当先の概要」の京都香港發展有限

公司の欄をご参照下さい。 

 

３．異動前後における京都香港發展有限公司の所有する議決権の数及び所有割合 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 ― ― ― 

異動後 
3,800 個 

（3,800 株） 
14.43％ 第２位 

※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 ０株 

 平成 23 年 11 月７日時点の発行済株式総数（予定）  26,325 株 

 

４．異動年月日 

 平成 23 年 11 月７日 

 

５．今後の見通し 

 当該異動による当社業績への影響はありません。 

 

以 上 
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（別紙１） 

本第三者割当増資による新株式の発行要項 

（1） 募 集 株 式 の 種 類 ･ 数  普通株式 5,617 株 

（2） 払 込 金 額  1 株につき 金 55,000 円 

（3） 払 込 金 額 の 総 額  308,935,000 円 

内 161,400,000 円は現物出資（デット・エクイティ・スワッ

プ）の払込方法による。 

（4） 増加する資本金及び資

本準備金に関する事項 

 増加する資本金の額 

1 株につき 27,500 円（総額 154,467,500 円） 

増加する資本準備金の額 

1 株につき 27,500 円（総額 154,467,500 円） 

（5） 募 集 方 法  第三者割当の方法による 

（6） 申 込 期 日  平成 23 年 11 月 4 日（金） 

（7） 払 込 期 日  平成 23 年 11 月７日（月） 

（8） 割当先及び割当株数  京都香港發展有限公司 

SG Investments, Ltd. 

普通株式 3,800 株

1,817 株

 

 

 


